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第１章 実施計画の基本的な考え方 

 

１．計画策定の趣旨 

 

 市川市障害者計画は、障害者基本法第９条第３項に基づき策定を義務づけられた法定計画であ

り、障害者のための施策に関する基本的な計画となります。 
 本計画は、平成 20～29 年度の 10 年間を計画期間とする基本計画に示された施策を実現するた

めの具体的な事業を定める実施計画です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．計画期間 

 

 本計画の期間は、平成 23～25 年度の３年間とします。 
 ただし、「生活支援分野」における実施計画として、現行の施設・事業が新体系への移行を完了

する平成 23年度に向けて策定した第 2 期障害福祉計画との連動を考慮し、同計画の見直しにあた

っては、適宜内容を確認しつつ整合を図るものとします。 
 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

 
 

         

 
 

         

市川市総合計画（I&I プラン） 

市川市障害者計画(第２次実施 

計画）（平成 23～25 年度） 

市川市障害福祉計画 

（第２期・第３期） 

市川市障害者計画（基本計画） 

（平成 20～29 年度） 

障害者基本法第９条

に基づき策定 
障害者自立支援法第 88
条に基づき策定 

市川市障害者計画（基本計画） 

市川市障害者計画（実施計画） 
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３．事業の性格 

 

 本計画には、基本計画の施策体系に基づき、前実施計画のもとで実施されてきた事業を見直す

とともに、新規に必要となる事業を位置づけており、重点事業の点検・評価にあたっては、障害

者施策推進協議会としての市川市社会福祉審議会などと連携した体制を確立することとします。 
 

 

４．計画指標と事業体系 

 

 本計画では、第 1 次実施計画の成果と反省を踏まえ、計画指標の設定と事業の構成について、

次のような工夫を行います。 
○ 重点事業については、障害者に関する取り組みの進捗評価が可能となるよう、指標の設定を

考慮します。また、施策の目標に対する指標の意義づけを明確にします。 
○ 事業の実施に対する評価（アウトプット評価）とともに、成果に対する評価（アウトカム評

価）については、施策の目標に対する評価方法を考慮します。 
○ 計画期間内で、市として特に重点的に取り組む事業を「重点事業」として位置づけ、市の考

える方向性を分かりやすくします。 
 
＜節ごとの重点事業一覧＞ 

 
第１節 子育て・教育の充実 ～伸びやかに育てる～ 

現況 計画（数値目標） 
分野 事業名 達成目標 

平成 22 年度 23 24 25 

1.子育て支

援 
①保育クラブ

施設整備事業 

障害児を受け入れ

ている小学校内に

整備 

54 か所    

 ②保育クラブ

職員研修の実

施 

職員研修のうち障

害児にかかわる内

容の件数 

1 件    

2.学校教育 ①特別支援教

育体制整備事

業 

巡回要請に対する

実施率 
100％ 

（見込） 
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第２節 社会参加・就労の促進 ～地域で活動する～ 
現況 計画（数値目標） 

分野 事業名 達成目標 
平成 22 年度 23 24 25 

1.生涯学習 ①図書館の障

害 者 資 料 製

作・収集事業 

それぞれの障害に

配慮した資料数の

向上 

110 タイトル 

（見込） 

   

3. 就 労 支

援・雇用促

進 

①市役所から

の業務発注の

促進 

市役所からの業務

発注件数 

 

4件    

 ②雇用促進奨

励金及び職場

実習奨励金交

付事業 

奨励金交付者数 
実習事業所数 
就職者 

32人 
55社 
3人 

（21年度） 

   

 ③法定雇用率

達成指導事業 
法定雇用率達成企

業率 
40％ 

（21年度） 
   

 
 
 
第３節 生活支援の充実 ～地域で自立する～ 

現況 計画（数値目標） 
分野 事業名 達成目標 

平成 22 年度 23 24 25 

1. 福祉サー

ビス 
①重症心身障

害者受け入れ

事業 

受け入れ人数 1 人    

2. コミュニ

ケ ー シ ョ

ン・移動サー

ビス 

①障害者ガイ

ドヘルパー養

成事業 

 

受講人数 56 人 

（21 年度） 

   

3.相談・情報

提供 
①精神障害に

関する講座・

講演会等開催

事業 

開催回数 4 回 
（21 年度） 
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第４節 保健・医療の充実 ～健やかに生きる～ 
現況 計画（数値目標） 

分野 事業名 達成目標 
平成 22 年度 23 24 25 

①身体障害者

地域リハビリ

テーション体

制整備事業 

対象者の拡大 34 人 

(22 年 10 月) 

   2.医療・リハ

ビリテーシ

ョン 

②重症心身障

害者受け入れ

事業（再掲） 

（再掲） 1 人    

 

 

 

第５節 安全なまちづくりの推進 ～安心して暮らす～ 
現況 計画（数値目標） 

分野 事業名 達成目標 
平成 22 年度 23 24 25 

1. 福祉のま

ちづくり 
①（仮）人にや

さしい道づく

り事業 

歩道整備延長 
2,200ｍ（特定経路 
610ｍ） 

700ｍ(310ｍ) 
（見込） 

   

3.防犯・災害

対策 
①災害時要援

護者避難支援

対策事業 

登録者名簿の取り

交わしを全自治会

と行う 

104 自治会    
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第６節 地域の理解・支援の促進 ～地域で支え合う～ 
現況 計画（数値目標） 

分野 事業名 達成目標 
平成 22 年度 23 24 25 

①「障害者週

間」行事の充実 

多様なイベントを

実施する 
5 種類    

②市新規採用

職員に対する

研修 

実施コマ数 －    

③市職員に対

する研修・啓発 

実施回数 2 回    

④精神障害に

関する講座・講

演会等開催事

業 

（再掲） 4 回 
（21 年度） 

   

1.理解促進 

⑤講演会・研修

会の開催 

（再掲） 3 回 
（見込） 

   

4.ネットワ

ーク形成 
①障害者団体

連絡会運営支

援事業 

開催回数 4 回 

（見込） 
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第２章 計画事業 

＜基本計画における施策の体系図＞ 

 

 

第5節 安全なまちづくりの推進 

    ～安心して暮らす～ 

第 1節 子育て・教育の充実 

    ～伸びやかに育てる～ 

第 2節 社会参加・就労の促進 

    ～地域で活動する～ 

第 3節 生活支援の充実 

    ～地域で自立する～ 

第 4節 保健・医療の充実 

    ～健やかに生きる～ 

第 6節 地域の理解・支援の促進 

    ～地域で支え合う～ 

基本目標 
① それぞれのライフステージにおける自立の実現 

② 誰にとっても安心なまちの実現 ③ 地域ぐるみの理解と支援の実現 

２．コミュニケーション・移動サービス 

１．子育て支援 

２．学校教育 

１．生涯学習 

２．スポーツ・レクリエーション 

３．就労支援・雇用促進 

１．福祉サービス 

３．相談・情報提供 

２．医療・リハビリテーション 

１．健康づくり・予防 

２．快適な居住空間 

１．福祉のまちづくり 

３．防犯・災害対策 

２．交流の機会・場づくり 

１．理解促進 

３．人材育成 

４．ネットワーク形成 

４．権利擁護 
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＜分野別実施計画の見方（凡例）＞ 

 

＜施策の基本方針＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

   
 
 
 
（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①○○○○○事業 ○○部○○○○課 
事業概要  
達成目標  

 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

     
 
 
 
（その他の事業の概要） 

事業名 担当課 事業概要 
①○○○○○事業 ○○部○○課  

 

子育て・教育の充実 
（伸びやかに育てる） 

１．子育て支援 (1)周産期・母子保健の充実 

(2)療育・生活支援体制の充実 

(3)親への支援の充実 

施策の基本方針：基本計画において、基本目標の実現に向け

た 6 つの施策推進の方向に沿って、分野別に施策を進めるため

の基本となる方針を定めたものです。 

重点事業：今次の計画で、特に市として重点的に取り組む事業

を「重点事業」として、達成目標（アウトプット指標）を定めます。 

施策推進の方向 

 分野別の施策名

及び各施策 

アウトカム指標：施策の方針に対して、各事業を実施した上

でどのような成果が得られたかを、指標を設けて評価します。 

その他の事業：重点事業以外の、施策を推進するための事業を

「その他の事業」としてまとめています。 
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第１節 子育て・教育の充実（伸びやかに育てる） 

 

１．子育て支援 

 
＜施策の基本方針＞ 

 本人が障害を理解し、自立を目指しながら育つよう、障害をできるだけ早く発見し、親・家族

が障害を正しく理解して、適切な療育を進められる環境を整えるため、保健・医療・福祉・教育

の連携を強化します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

子育てに係る支援体制 市民評価 市民評価の向上 
 

（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①保育クラブ施設整備事業 生涯学習部 青少年育成課 
事業概要 障害児が地域で健やかに活動するため、保育施設を整備します。 
達成目標 障害児を受け入れている小学校内に整備 

 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 54 か所    
 
事業名（担当課） ②保育クラブ職員研修の実施 生涯学習部 青少年育成課 
事業概要 保育クラブにおける保育内容の充実を図ることを目的に、職員の研修を実施

します。 
達成目標 職員研修のうち障害にかかわる内容の件数 

 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 1 件    

 

子育て・教育の充実 

（伸びやかに育てる） 

１．子育て支援 (1)周産期・母子保健の充実 

(2)療育・生活支援体制の充実 

(3)親への支援の充実 
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（その他の事業の概要） 

事業名 担当課 事業概要 
①講演会・研修会の

実施 
福祉部 
障害者支援課 
（障害者地域生

活支援センター） 

理解が進んでいないとされる障害や、普及啓発が望まれ

る制度や支援方法等に関して、講演会や研修会を企画・

広報してこれを実施します。 

②こども発達支援

会議の開催 

こども部 
発達支援課 

保健、医療、教育などの分野において、心身の発達に不

安や心配のある子どもに対する施策を実施する中で、関

係機関の相互の連携強化を目的に、各分野の担当が一堂

に会し、それぞれの役割を明確にすることにより発達支

援の推進を図ります。 
③母子健康診査事業 保健スポーツ部

保健センター 
健康支援課 

身体発育、精神発達、基本的習慣等について健診を行い、

健康状態の確認、疾病の早期発見に努め、妊婦及び乳幼

児の健康保持増進を図ります。（妊婦健康診査、乳児健康

診査、1 歳 6 か月児健康診査、3 歳児健康診査） 
また、１歳 6 か月児及び３歳児健康診査の事後フォロー

のひとつとして、集団における遊びを通して幼児の発達

経過を観察し、子育て支援を行います。 
④母子保健相談事業 保健スポーツ部

保健センター 
健康支援課 

育児不安の軽減を図ることを目的に、専門職が相談を行

い、乳幼児の健やかな発育・発達が促されるよう支援し

ていきます。 
⑤母子訪問指導事業 保健スポーツ部

保健センター 
健康支援課 

妊娠・出産・育児に対する不安を軽減するとともに疾病

の予防・健康の増進を図るため、妊娠届出書・出生連絡

票をもとに新生児及び 1～２か月児のいる家庭を全戸訪

問するとともに、健康相談、健康教育、健康診査などお

いて保健指導が必要と判断される家庭に訪問し、相談・

指導を行います。 
⑥こども発達セン

ター運営事業 

こども部 
発達支援課 

発達の遅れや障害のあるこどもと保護者の相談窓口であ

る「こども発達相談室」、行動・情緒・知的な課題を持つ

お子さんの通園施設である「あおぞらキッズ」、運動発達

の遅れに課題のあるお子さんの通園施設である「おひさ

まキッズ」において、こどもの発達支援や保護者に対す

る育児支援を行います。 
⑦幼稚園における

職員研修の実施 

学校教育部 
指導課 

地域や園の実態に即した課題を明らかにして研修の目標

を設定し、研修体制の確立と組織的・継続的な研修計画

のもとで教職員の資質向上を図ります。 
⑧保育園における

職員研修の実施 

こども部 
保育課 

保育内容の充実と、職員の資質向上を図るため研修と実

習を行います。 
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⑨保育園における

保育士加配の実施 

こども部 
保育課 

障害児の入園にあたり、お子さんの障害の程度と入園す

るクラスの状況に応じて保育士を配置します。 
⑩障害等がある児

童の保育 
こども部 
保育課 

病気や発達の診断を受けている児童や発達がゆっくりな

児童が、集団保育の中で健常児と共に育ちあっていく保

育を進めていきます。 
⑪障害のある幼児

の教育の実施 

学校教育部 
指導課 

障害児が地域でいきいきと生きるため、一人一人の育ち

に応じた指導のあり方を考え、個別の指導計画を立てて

見通しを持った指導を行います。 
⑫統合教育相談事業 教育総務部 

就学支援課 
特別支援教育の充実をはかるため、専門の相談員による

個々の園児に対応した教諭への適切な指導や保護者から

の相談業務を行います。 
⑬私立幼稚園幼児教

育振興費補助事業 
教育総務部 
就学支援課 

私立幼稚園の設置者に対し、障害児指導費にかかる補助

を行います。 
⑭心身障害児福祉

手当支給事業 
福祉部 
障害者支援課 

20 歳未満の障害児で身体障害者手帳１級～４級の方、療

育手帳Ⓐ～B の 1 の方、精神障害者保健福祉手帳１級～

２級の方に対し、経済的負担を軽減するための手当を支

給します。 
⑮保育クラブ設備

整備事業 
生涯学習部 
青少年育成課 

障害児が地域で健やかに活動するため、保育クラブにお

ける設備を整備します。 
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２．学校教育 

 
＜施策の基本方針＞ 

多様性と専門性を両立できる総合的で柔軟な受入れ体制による特別支援教育を充実するととも

に、障害理解教育の積極的な推進により、障害の有無に関わらず、互いを尊重し、共に生きる社

会を目指す教育を進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

学校教育の充実 市民評価 市民評価の向上 
 
（重点事業一覧） 
事業名（担当課） ①特別支援教育体制整備事業 学校教育部 指導課 
事業概要 巡回指導職員が、各小・中学校を巡回し、発達障害などの配慮を要する児童生

徒への指導支援のあり方や校内委員会の運営等について、教職員への支援を行

います。 
巡回要請に対する実施率 

現況 計画（数値目標） 

平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

達成目標 

100％（見込）    

 
（その他の事業の概要） 

事業名 （担当課） 事業概要 
①教育相談事業 学校教育部 

教育センター 
市内在住の幼児（３才以上）、児童・生徒とその保護者を

対象に、専門的な知識を持つ教育相談員などがカウンセ

リングや心理療法等を行うことにより、悩みの解消を図

り、健全育成を図ります。 

子育て・教育の充実 

（伸びやかに育てる） 

２．学校教育 (1)相談・支援体制の充実 

(2)特別支援教育の推進 

(3)教育環境の充実 
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②こども発達支援

会議の開催（再掲） 
こども部 
発達支援課 

保健、医療、教育などの分野において、心身の発達に不

安や心配のあるこどもに対する施策を実施する中で、関

係機関の相互の連携強化を目的に、各分野の担当が一堂

に会し、それぞれの役割を明確にすることにより発達支

援の推進を図ります。 
③教職員の研究・研

修事業 
学校教育部 
教育センター 

教育センター「生徒指導・教科領域指導研究・研修事業」

の中の「一人ひとりのこどもを理解し、支援する研修会」

において、特別な教育的支援が必要なこどもに対応する

ための教職員研修を実施します。 
④特別支援学級等担

当者、特別支援教育コ

ーディネーター研修

会 

学校教育部 
指導課 

特別支援学級等担当者会議における研修会及び特別支援

教育コーディネーター研修会を実施し、特別支援教育の

充実を図ります。 

⑤市川スマイルプラ

ンの作成 
学校教育部 
指導課 

障害のある児童生徒に市川スマイルプラン（個別の教育

支援計画）を作成し、関係機関との連携を図りながら、

一貫した支援を目指します。 
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第２節 社会参加・就労の促進（地域で活動する） 

 

１．生涯学習 

 
＜施策の基本方針＞ 

多様なニーズの把握と情報発信に努め、障害者が主体的に学習できる環境の整備充実を図りま

す。 

 
 
 
 
 
 
 

 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

生涯学習の充実 市民評価 市民評価の向上 
 

 

（重点事業一覧） 
事業名（担当課） ①図書館の障害者資料製作・収集事業 生涯学習部中央図書館 
事業概要 施設ボランティアとの連携・協力体制を更に深め、点字図書や音訳図書並び

に布の絵本・おもちゃなど、障害者資料の充実を図るとともに、市販の障害

者資料の収集も検討します。 
それぞれの障害に配慮した資料数の向上 

現況 計画（数値目標） 

平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

達成目標 

110 タイトル(見込）    

 

（その他の事業の概要） 

事業名 （担当課） 事業概要 
①オストメイト対

応トイレ設備緊急

整備事業 

福祉部 
障害者支援課 

地域におけるオストメイトの社会参加を一層促進するた

め、既存の公共施設等に設置されている身体障害者用ト

イレにオストメイト対応トイレ設備の整備を行います。 
○設置予定施設 国府台スポーツセンター、塩浜体育館 

社会参加・就労の促進 

（地域で活動する） 

１．生涯学習 (1) 情報提供の充実 

(2) 学習及び活動機会の充実 
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②公民館講座への

支援者派遣事業 
生涯学習部 
公民館センター 

ボランティアセンターとの連携のもと、手話通訳や介助

人の派遣を得たうえで、障害者及び高齢者等のサポート、

ケアに関する講座を企画実施します。 
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２．スポーツ・レクリエーション 

 
＜施策の基本方針＞ 

障害の有無や種類に関わらず、気軽に交流する機会を充実し、心身の健康維持・向上を促進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

スポーツ・レクリエーション

の充実 

市民評価 市民評価の向上 

 

 

（その他の事業の概要） 

事業名 （担当課） 事業概要 
①障害者軽スポー

ツ教室開催事業 
保健スポーツ部

スポーツ課 
スポーツに接する機会が少なくなりがちな障害者が、身

体を動かす喜びを感じ、運動習慣を身につけることがで

きるよう、スポーツ教室を開催します。 
②もちつき大会 福祉部 

障害者施設課 
通所事業所等に通う障害者を対象に、毎年 12 月に地域の

団体と協働してもちつき大会を開催し、地域住民との交

流を図ります。 
③トリムバレーボ

ール大会 
福祉部 
障害者施設課 

精神障害者の通所事業所等を中心に実行委員会を組織し

て、通常のボールより大きくて、軽いトリムボールを使

ったバレーボール大会を年 2 回、開催します。楽しみな

がら健康の維持、増進を図るとともに、参加者間の交流

も深めます。 
④障害者いこいの

家 
福祉部 
障害者支援課 

障害者がレクリエーションを通して、仲間づくり、健康

づくりをサポートし、健康保持や体力の増進を図るため

に使用することができます。 
 

社会参加・就労の促進 

（地域で活動する） 

２．スポーツ・ 

レクリエーション 

(1)情報提供の充実 

(2)活動機会の充実 
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３．就労支援・雇用促進 

 
＜施策の基本方針＞ 

社会生活への訓練を含む福祉的就労から自立のための一般就労まで、本人の意思に添った就労

ができるよう、企業の理解を促進しながら、多様な選択肢のある環境づくりに努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

就労・雇用支援の充実 市民評価 市民評価の向上 
就労者数 統計調査 就労者数の増加 
 
 
 
 

（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①市役所からの業務発注の促進 福祉部 障害者支援課 
事業概要 福祉的就労の場において、受注業務の拡充をはかるため、市役所内の業務を

障害者施設等に発注します。 
達成目標 発注件数の向上 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 4 件    
 
 
 
 

社会参加・就労の促進 

（地域で活動する） 

３．就労支援 

・雇用促進 

(1)相談・仲介機能の充実 

(2)障害に即した多様な就労形態

を目指した支援の充実 

(3)福祉施策と雇用・労働施策と

の連携の強化 

(4)就労環境の整備と雇用・就労

機会の充実 
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事業名（担当課） ②雇用促進奨励金及び職場実習奨励

金交付事業 
市民経済部 商工振興課 
(雇用推進担当室) 

事業概要 ○雇用促進奨励金 市内に居住する障害者、重度障害者を雇用する事業所に対

し、奨励金を交付することにより、障害者に係る雇用機会の拡大を図ります。 
○職場実習奨励金 市内に居住する障害者を職場実習に受け入れた事業主に

奨励金を交付することによって、障害者の雇用機会の拡大を図ります。 
達成目標 ○雇用促進奨励金の対象となる障害者数 

○職場実習事業所数及び就職者数 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 32 人 
55 社 
3 人 

（21 年度） 

   

 
事業名（担当課） ③法定雇用率達成指導事業 市民経済部 商工振興課 

(雇用推進担当室) 
事業概要 ○障害者の雇用を拡大し、法定雇用率の達成を図るため、ハローワーク市川

と市川市との共催により、事業所と障害者の方の集団面接による「障害者雇

用促進合同面接会」を、毎年 10 月に勤労福祉センターで開催します。 
○事業所への障害者雇用の啓発並びに法定雇用率の向上を図るため、市川市

の障害者雇用の現状、施策の紹介等リーフレットを送付します。 
達成目標 法定雇用率達成率を全国平均と同程度に 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 40％（21 年度）    

 
 
（その他の事業の概要） 

事業名 （担当課） 事業概要 
①障害者就労支援

センター運営事業 
福祉部 
障害者支援課 

就労中もしくは就職を希望する障害者を対象に、就労に

関する支援を継続的に行うとともに、家族や関係機関、

事業主に対して相談や調整などの支援を行います。 
②福祉の店運営支

援事業 
福祉部 
障害者支援課 
(障害者地域生活

支援センター) 

障害者の社会参加と工賃確保を目的に、障害者施設等の

障害者が製作する物品を販売する「福祉の店」の運営を

支援します。 

③いちかわ観光物

産案内所での販売

支援 

福祉部 
障害者支援課 
(障害者地域生活

支援センター) 

障害者施設が製作する物品を、毎月定期的に販売するこ

とが可能な場所として「いちかわ観光物産案内所」を確

保し、民間事業所の自主的な運営が定着するように支援

します。 
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④就労支援に関す

る研修会の開催 
福祉部 
障害者支援課 

障害者就労に積極的な企業や、先進的な取り組みをして

いる地域の機関、学識経験者などを講師として、障害者

の就労への動機づけを高めたり、支援者の技能向上をは

かります。 
⑤障害者施設等見

学会の実施 
福祉部 
障害者支援課 

ハローワークを通じて企業に呼びかけて、市内の障害者

施設や特別支援学校等を見学し、企業と障害者・支援者

との交流を深め、雇用促進のきっかけをつくります。 
⑥市役所における

障害者雇用の促進 
総務部 
人事課 

障害者の雇用を促進するため、市役所職員としての採用

を推進し、雇用機会の向上に努めます。 
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第３節 生活支援の充実（地域で自立する） 

 

１．福祉サービス 

 
＜施策の基本方針＞ 

今後見込まれる需要量を充足するため、サービスを提供する事業者及び人材の確保に努めると

ともに、ともに暮らす家族への支援など、地域でのライフスタイルに合わせた支援の総合的な実

施を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

福祉サービスの充実 市民評価 市民評価の向上 
福祉サービスの利用割合 統計調査 利用割合の増加 
 
 

（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①重症心身障害者受け入れ事業 福祉部 障害者施設課 
事業概要 松香園において、たんの吸引、経管栄養等の医療的ケアが必要な重症心身障

害者を専用室にて受け入れます。 
達成目標 医療的ケアが必要な重症心身障害者５名の受け入れ。 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 1 人    
 
 
 

生活支援の充実 

（地域で自立する） 

１．福祉サービス (1)訪問系サービスの充実 

(2)日中活動系サービスの充実 

(3)居住系サービスの充実 

(4)在宅福祉サービスの充実 

(5)サービス提供体制の拡充 
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（その他の事業の概要） 

事業名 （担当課） 事業概要 

①地域コミュニテ

ィゾーン整備事業

（障害者施設） 

福祉部 
障害者施設課 

石垣場・東浜地区地域コミュニティゾーン整備計画に基

づき、知的障害者･身体障害者・精神障害者を対象とする

通所サービスを提供する障害者施設を建設します。 

②指定障害福祉サ

ービス事業所家賃

等補助事業 

福祉部 
障害者支援課 

障害者自立支援法の施行により、小規模作業所等から新

事業体系へ移行した施設に対して、家賃等の助成を実施

します。 
③指定障害福祉サ

ービス事業所運営

費補助金交付事業 

福祉部 
障害者支援課 

障害者自立支援法の施行により、小規模作業所等から自

立支援給付事業所に移行する法人に対し、激変緩和と新

体系事業への移行を促進する観点から、一定の経過措置

期間の間、これまでの収入と移行後の事業収入とを比較

して収入が少ない場合、減収分を補填します。 
④心身障害者小規

模福祉作業所等補

助金交付事業 

福祉部 
障害者施設課 

民間団体が設置する心身障害者小規模福祉作業所及び精

神障害者共同作業所の運営健全化を図り、障害者の地域

による援護の充実を期するため財政的支援を行います。 
⑤通所サービス利

用促進事業 
福祉部 
障害者支援課 

新体系の日中活動サービス事業所等における送迎サービ

スを促進し、利用者がサービスを利用しやすくするとと

もに、送迎サービスの利用にかかる利用者負担を軽減し

ます。 
⑥障害者施設利用者

通所費用助成事業 
福祉部 
障害者支援課 

障害者施設等に通所している障害者の経済的負担の軽減

を図るため、通所に要する経費に対して交通費を助成し

ます。 
⑦障害者施設建設

補助事業 
福祉部 
障害者支援課 

障害者の地域生活への移行を目的に、社会福祉法人によ

る既存の老朽化した施設の改修に合わせ、新たに定員の

小規模化を図り、圏域ごとに分散整備を行う障害者施設

に対して、建設にかかる経費の補助を行います。 
⑧グループホーム

等運営費補助事業 
福祉部 
障害者支援課 

定員 6 名以下の小規模ホーム事業所に対し、入居者の障

害程度区分に応じて運営費の補助を行います。 
⑨生活ホーム等運

営費補助事業 
福祉部 
障害者支援課 

生活ホームやふれあいホームの運営を行う事業所に対

し、運営費の補助を行います。 
⑩障害福祉サービ

ス等月額利用者負

担上限額軽減助成

事業 

福祉部 
障害者支援課 

障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスを利用する

際の利用者負担について、国が定めた軽減策以外に本市

の単独施策として、低所得者を対象に障害福祉サービス

等の利用者負担額を軽減します。 
⑪レスパイトサー

ビス施設運営費補

助金交付事業 

福祉部 
障害者支援課 

障害児者を介助する親等を、一時的に介護から解放する

ためのレスパイトサービス事業を実施する事業者に対し

て、運営費の補助を行います。 
⑫重度障害者福祉

手当支給事業 
福祉部 
障害者支援課 

20 歳以上の障害者で、身体障害者手帳１級の方、療育手帳 
Ⓐの１、Ⓐの 2 の方、精神障害者保健福祉手帳１級の方に

対し、経済的負担を軽減するための手当を支給します。 
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⑬心身障害者一時

介護料助成事業 
福祉部 
障害者支援課 

障害者の方が一時的に有料で介護を受けた場合、その費

用の全部または一部を助成します。（限度額あり） 
⑭ねたきり身体障

害者等介護手当支

給事業 

福祉部 
障害者支援課 

20 歳以上の障害者で、身体障害者手帳１級で 6 か月以上

ねたきりの状態にある 65 歳未満の方、療育手帳Ⓐの 1、
Ⓐの 2 の方を介護している人に介護手当を支給します。 

⑮特定疾患者見舞金

支給事業 
福祉部 
障害者支援課 

原因が不明で治療法が確立されていない特定疾患に罹患

している方に対し、見舞金を支給します。 
⑯食の自立支援事業 福祉部 

障害者支援課 
在宅の独り暮らしの障害者の居宅を訪問し、福祉施設等

で調理した食事を提供するとともに、その安否を確認し、

生活相談などに応じることを目的に実施します。 
⑰障害者入浴券交付

事業 
福祉部 
障害者支援課 

障害者に対する福祉の向上を図るため、障害者手帳を所

持している方で、住居に入浴設備のない方に、障害者入

浴券を交付します。 
⑱高次脳機能障害者

支援会議 
福祉部 
障害者支援課 

千葉県が高次脳機能障害支援普及事業所として指定した

千葉リハビリテーションセンターの職員（支援コーディ

ネーター）を講師アドバイザーとしてお呼びし、高次脳

機能障害者の地域生活を支援するため、困難事例の検

討・研究を実施します。 
⑲重症心身障害児者

サポート会議 
福祉部 
障害者支援課 

重症心身障害児者の地域生活を支援するため、調査、制

度・福祉サービスの研究及び提案等を実施します。 
⑳精神保健福祉サー

ビス従事職員勉強会 
福祉部 
障害者支援課 
(南八幡メンタル

サポートセンタ

ー) 

精神障害者支援に関わる事業所職員の質の向上を図るた

め、毎月 1 回、講師による講演や事例検討を実施します。 

○21 第３期障害福祉

計画策定事業 
福祉部 
障害者支援課 

障害福祉サービスの種類ごとの必要な見込み量と、その

確保のための方策等を定めた実施計画である第３期障害

福祉計画を策定します。 
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２．コミュニケーション・移動サービス 

 
＜施策の基本方針＞ 

コミュニケーションや移動は社会生活の基本であり、障害のない人にとっても障害者との意思

疎通や交流・活動に不可欠なものとして認識し、さまざまな場面を想定しながら、それを支援で

きる体制づくりに努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

コミュニケーション・移動サ

ービスの充実 

市民評価 市民評価の向上 

コミュニケーション・移動サ

ービスの利用割合 

統計調査 利用割合の増加 

 
 

（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①障害者ガイドヘルパー養成事業 福祉部 障害者支援課 
事業概要 障害者の移動を支援するためのガイドヘルパーを養成します。 
達成目標 毎年度 50 人以上に研修実施 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 56 人（21 年度）    
 
 
 
 

生活支援の充実 

（地域で自立する） 

２．コミュニケー

ション・移動 

サービス 

(1)コミュニケーション支援体制

の充実 

(2)コミュニケーション支援の調

整機能の充実 

(3)移動支援の人材育成 

(4)移送サービスの充実 
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（その他の事業の概要） 
事業名 （担当課） 事業概要 

①手話奉仕員養成

事業 

福祉部 
障害者支援課 

手話奉仕員養成講座（入門・基礎課程）及び中途失聴者・

難聴者向け手話講習会を開催します。また、資格取得を

目的としない市民向けの「バリアフリー手話講習会」も

開催します。 
②要約筆記奉仕員

養成事業 
福祉部 
障害者支援課 

要約筆記奉仕員養成講座（基礎・応用課程）を開催します。 

③福祉タクシー利

用券交付事業 
福祉部 
障害者支援課 

重度障害者が通院または会合等においてタクシーを利用

する場合、利用者の経済的負担を軽減するためにタクシ

ー料金の 2 分の 1 を助成します。（限度額あり） 
④重度身体障害者

等移送費助成事業 
福祉部 
障害者支援課 

ストレッチャー（寝台）を使用しないと移動困難な重度

の身体障害者等が、病院への入退院や通院、または施設

への入退所にあたり寝台つきタクシーを利用した場合

に、移送に要した費用のうち運賃の 9 割に相当する額を

助成します。（限度額あり） 
⑤裁判員制度に係

る障害者等助成事

業 

福祉部 
障害者支援課 

裁判員制度に係る市民負担軽減を目的として、障害者等

の介護を行う親族等が、裁判員等として裁判所へ出頭し、

又は職務を行う場合に、障害者等が障害福祉サービス等

を利用したときに要した費用について助成します。 
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３．相談・情報提供 

 
＜施策の基本方針＞ 

ケアマネジメントに対応できる人材の育成を進めながら、身近で気軽に相談できる環境を整備

します。また、本人の意思による選択・決定を促進するため、日常生活や福祉サービス等に関す

る情報（選択肢）をできる限り多く提供し、これを容易に入手できるような環境整備に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

相談・情報提供の充実 市民評価 市民評価の向上 
 
（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①精神障害に関する講座・講演会等開

催事業 
福祉部 障害者支援課 
(南八幡メンタルサポートセンター) 

事業概要 当事者や家族への相談支援の一環として、障害への正しい理解を深めてもら

えるよう、障害者福祉に関する講座及び講演会などを開催します。 
達成目標 年１回以上、講座や講演会等を実施 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 4 回（21 年度）    
 
（その他の事業の概要） 

事業名 （担当課） 事業概要 
①声の広報・点字広

報の配布等による

情報提供 

企画部 
広報広聴担当 

市の施策を始めとする各種事業などを、広報紙以外に視

覚障害者向けに声の広報と点字広報でもお知らせすると

ともに、いちかわ便利帳も点字・声の便利帳として発行

します。また、市のホームページでも文字を大きくする、

音声で読み上げるなどの機能で情報を提供します。 
②ピアカウンセリ

ング事業 
福祉部 
障害者支援課 
(障害者地域生活

支援センター) 

障害者がピア（仲間）として障害者の相談を受け、相談

者のエンパワメントを引き出す等により、障害者の自立

した生活を支援します。 

生活支援の充実 

（地域で自立する） 

３．相談・情報提供 (1)相談機能の充実 

(2)情報提供の充実 
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③障害福祉ハンド

ブック等発行事業 
福祉部 
障害者支援課 

障害者及び関係団体に対し、障害福祉に関する制度やサ

ービス等の情報を提供するために、「障害福祉ハンドブッ

ク」や「こころの保健福祉ハンドブック」などの冊子を

作成してこれを配布します。 
また、ハンドブックに音声認識コードを添付し、視覚障

害者への情報保障をはかります。 
④視覚障害者等情

報支援緊急整備事

業 

福祉部 
障害者支援課 

視覚障害者に対する情報バリアフリーを一層推進するた

め、市や公立病院等の公的機関の窓口業務の円滑化等に

必要な情報支援機器や、ソフトウェア等の整備を行いま

す。 
⑤講演会・研修会の

開催 
福祉部 
障害者支援課 
(障害者地域生活

支援センター) 

理解が進んでいないとされる障害や、普及啓発が望まれ

る制度や支援方法等に関して、講演会や研修会を企画・

広報してこれを実施します。 
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４．権利擁護 

 
＜施策の基本方針＞ 

障害者が安心して地域の中で自立を目指せるよう、市民の理解を促すとともに、セーフティネ

ットとしての権利擁護の仕組みを整え、虐待などの問題に早急に対応できる体制の充実に努めま

す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

権利擁護の促進 市民評価 市民評価の向上 
 
 
 
（その他の事業の概要） 

事業名 （担当課） 事業概要 
①人権啓発事業 総務部 

男女共同参画課 
（人権擁護推進

担当） 

人権問題に対する認識を広め、人権尊重意識の普及、高

揚を図るための事業の一環として、障害者の人権問題を

とりあげるよう努めます。 

②社会福祉事業 
（福祉サービス利

用援助事業） 

福祉部 
地域福祉支援課 

日常生活での理解力、判断力に不安があり、在宅での生

活に支障が生じている高齢者、障害者に対して、福祉サ

ービスの利用援助や財産管理・保全サービスを提供する

など、福祉サービス利用援助事業を実施する市川市社会

福祉協議会に対して運営の補助を行います。 

生活支援の充実 

（地域で自立する） 

４．権利擁護 
(1)地域における権利擁護の体制

づくり 

(2)権利擁護制度の活用促進 

(3)「障害のある人もない人も共

に暮らしやすい千葉県づくり条

例」の普及啓発 
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③「障害のある人も

ない人も共に暮らし

やすい千葉県づくり

条例」の普及啓発 

福祉部 
障害者支援課 

県条例に関する普及啓発のためのパンフレットを配布す

るとともに、関連する事業の情報提供を行います。 
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第４節 保健・医療の充実（健やかに生きる） 

 

１．健康づくり・予防 

 
＜施策の基本方針＞ 

人生を通じて最も基本的なニーズである健康を維持するため、誰でも気軽に、障害の特性にも

配慮された方法で日常的に必要な情報やアドバイスが得られるような環境整備に努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

健康づくり・予防の促進 市民評価 市民評価の向上 
 
 
 

（その他の事業の概要） 
事業名 （担当課） 事業概要 

①健康相談事業 保健スポーツ部

保健センター 
健康支援課 

心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び

助言を行います。 

②健康教育事業 保健スポーツ部

保健センター 
健康支援課 

生活習慣病の予防、健康増進に関する正しい知識を普及し

「自らの健康は自ら守る」という認識と自覚を高め、健康

の保持増進を図るための事業を実施します。 
③健康診査事業 保健スポーツ部

保健センター 
疾病予防課 
 
国民健康保険課 

がん、脳卒中、心臓病などの早期発見・早期治療を図る

とともに、単に医療を要する人の発見だけでなく、必要

な人に対して栄養や運動等に関する保健指導、健康管理

に関する正しい知識を普及することで健康についての認

識と自覚の高揚を図ります。 

保健・医療の充実 

（健やかに生きる） 

１．健康づくり・ 

予防 

(1)健康づくりのための情報や機

会の提供 

(2)健診体制の充実 
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④訪問指導事業 保健スポーツ部

保健センター 
健康支援課 

心身の状況やその置かれている生活環境等から療養上の

保健指導が必要であるとみとめられるものに対し、保健

師等が訪問し、本人及び家族に対し必要な指導を行い、

これらの者の心身機能の低下防止と、健康の保持増進を

図ります。 
⑤急病医療情報案

内（あんしんホット

ダイヤル） 

保健スポーツ部

保健センター 
疾病予防課 

市川市民を対象に、急な病気やケガなどの際に、問合せ

に応じて医療機関の案内を行うほか、医師・保健師・臨

床心理士等の専門職による健康・医療・メンタルヘルス

などの各種相談を年中無休で提供します。また、言語・

聴覚障害等の方に対しても FAX 通信により対応します。 
⑥自殺予防対策事

業 
保健スポーツ部

保健センター 
健康支援課 

市川市の特性をふまえ、自殺に関する正しい知識の普及

と相談支援の充実を中心とした対策をすすめ、関係機関

と連携し自殺者の減少をはかります。 
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２．医療・リハビリテーション 

 
＜施策の基本方針＞ 

障害者が現在の心身機能を維持するためには医療・リハビリテーションが不可欠なことから、

できるだけ身近で、そのサービスを利用することができるよう、医療関係者の障害への理解促進

や専門家の育成・確保、福祉機能との連携を進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

医療・リハビリテーションの充実 市民評価 市民評価の向上 
 
（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①身体障害者地域リハビリテーショ

ン体制整備事業 
福祉部 障害者支援課 
（障害者地域生活支援センター） 

事業概要 肢体不自由のある方の身体機能を維持するために、理学療法士・作業療法士

が、拠点への通所や施設への巡回、戸別訪問などにより訓練・指導を行いま

す。 
達成目標 対象者の受け入れを拡大します。 

 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 34人(22年 10月)    
 
事業名（担当課） ②重症心身障害者受け入れ事業（再

掲） 
福祉部 障害者施設課 

事業概要 松香園において、たんの吸引、経管栄養等の医療的ケアが必要な重症心身障

害者を専用室にて受け入れます。 
達成目標 医療的ケアが必要な重症心身障害者５名の受け入れ。 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 1 人    

保健・医療の充実 

（健やかに生きる） 

２．医療・リハビ

リテーション 

(1)地域医療体制の充実 

(2)リハビリテーション機能の充

実 

(3) 医療費助成の充実 
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（その他の事業の概要） 
事業名 （担当課） 事業概要 

①自立支援医療費

給付事業 
福祉部 
障害者支援課 

18 歳以上の身体障害者手帳所持者で、腎臓の血液透析、

心臓手術、免疫療法等を実施している方の医療費につい

て、公費により医療給付を行います。 
②療養介護医療費

給付事業 
福祉部 
障害者支援課 

進行性筋萎縮症者を専門の医療機関に委託して、必要な

医療訓練や生活指導を行うために要する医療費につい

て、公費により医療給付を行います。 
③精神障害者入院

医療費助成事業 
福祉部 
障害者支援課 

精神障害者保健福祉手帳を所持、または申請している方

に対し、入院治療にかかる医療費の一部を助成します。 
④重度心身障害者

医療費助成事業 
福祉部 
障害者支援課 

身体障害者手帳 1、2 級、療育手帳Ⓐ、A の１を所持して

いる方等に対し、医療費の保険適用における通院、入院

の自己負担分を助成します。 
⑤はり・きゅう・マ

ッサージ施術利用

者への助成 

福祉部 
高齢者支援課 

18 歳以上の身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者

保健福祉手帳を所持し、申請時に市民税個人非課税者の

方に、はり・きゅう・マッサージ施術利用時の助成券を

支給します。 
⑥重症心身障害児者

サポート会議（再掲） 
福祉部 
障害者支援課 

重症心身障害児者の地域生活を支援するため、調査、制

度・福祉サービスの研究及び提案等を実施します。 
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第５節 安全なまちづくりの推進（安心して暮らす） 

 

１．福祉のまちづくり 

 
＜施策の基本方針＞ 

障害者が地域で暮らし、活動するための基本となる道路・交通面を中心とした連続的なバリア

フリー化を計画的に推進するとともに、障害者の移動を助ける人々の意識を醸成します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

バリアフリーの推進 市民評価 市民評価の向上 
バリアフリー推進率 実績評価 前年比○％増 
 

（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①（仮）人にやさしい道づくり事業 道路交通部 道路建設課 
事業概要 主要駅周辺や主要な路線の歩道において、段差や急勾配の改善、路面の平坦

性の確保、視覚障害者用誘導ブロックの設置などを行います。 
達成目標 歩道整備延長 2,200ｍ（610ｍ） 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 700ｍ（310ｍ）    
（  ）内は特定経路の延長 
 
 
 

安全なまちづくりの推

進（安心して暮らす） 

１．福祉のまちづくり 
(1)道路・交通のバリアフリー化

の推進 

(2)公共施設等のバリアフリー化

の推進 

(3)街なかでの心のバリアフリー

化の推進 
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（その他の事業の概要） 
事業名 （担当課） 事業概要 

①公園施設バリア

フリー化の促進 
水と緑の部 
みどり整備課 

都市公園の出入り口部分の段差解消とスロープ化や手す

りの設置により、誰もが安心して利用できる公園を目指

します。 
②不法看板等撤去

及び不法占拠物の

撤去事業 

道路交通部 
道路管理課 

まちの美観保持及び通行の安全のため、公共施設や道路

付属物、電柱等に設置されている不法看板等（はり紙・

はり札・立看板）及び道路上（歩道）の不法看板・のぼ

り旗、商品はみだし等について市内全域を巡回し撤去・

指導します。 
③放置自転車撤去

事業 
道路交通部 
自転車対策課 

放置自転車は、駅周辺や商業施設の立ち並ぶ地域に集中

し、歩行者の通行障害や街の美観の低下、防災上の問題

等を引き起こしていることから、放置自転車の撤去を行

います。また、放置自転車問題への総合的対策を実施す

るため駐輪場の確保に努めるとともに、不法駐輪の防止

並びに駐輪場への誘導のための街頭指導を併せて実施し

ます。 
④千葉県福祉のま

ちづくり条例の推

進 

街づくり部 
建築審査課 

「千葉県福祉のまちづくり条例」に基づく公益的施設等

の届出に関する内容審査、適合証の交付、並びに条例に

関する普及パンフレットの配布を行います。 
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２．快適な居住環境 

 
＜施策の基本方針＞ 

住み慣れた地域で、誰もができる限り自立した暮らしを送れるよう、住宅改修を促進するとと

もに、ニーズに応じた住まいの確保を支援します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

住環境バリアフリーの推進 市民評価 市民評価の向上 
 

（その他の事業の概要） 
事業名 （担当課） 事業概要 

①バリアフリー改

修工事実施住宅の

固定資産税軽減措

置 

財政部 
固定資産税課 

バリアフリー改修工事を実施する住宅の固定資産税を軽

減します。 
 

②高齢者住宅改造

費助成事業 
福祉部 
地域福祉支援課 
障害者支援課 

高齢者及び障害者の自立を促すとともに介護者の負担軽

減を図るため、高齢者及び障害者の身体状況に対応した

住宅設備の整備（住宅改修）に要する費用の一部を助成

します。 
③単身入居の要件

緩和 
福祉部 
市営住宅課 

障害者、高齢者は単身での入居を可能とし、地域での自

立した生活を支援しています。 
④市営住宅のバリ

アフリー化 
福祉部 
市営住宅課 

手摺やスロープなどを設置した部屋を高齢者・障害者用

の部屋として提供しています。また、一部の団地には出

入り口にもスロープ、エレベーターが設置され、障害者、

高齢者も安心して暮らせる団地として利用されていま

す。 

安全なまちづくりの推

進（安心して暮らす） 

２．快適な居住環境 (1)住宅のバリアフリー化の促進 

(2)居住施設の整備促進 

(3)地域居住のための支援体制の

構築 
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⑤民間賃貸住宅家

賃等助成事業 
福祉部 
市営住宅課 

民間賃貸住宅の取り壊し等により、他の民間賃貸住宅に

転居する高齢者及び心身障害者の家賃等の差額を助成し

ます。 
⑥グループホーム

等家賃補助事業 
福祉部 
障害者支援課 

障害者の地域での自立した生活を支援することを目的

に、グループホームやケアホームの入居にかかる家賃を

助成することにより、負担の軽減を図ります。 
⑦生活ホーム等家

賃補助事業 
福祉部 
障害者支援課 

障害者の地域での自立した生活を支援することを目的

に、生活ホームやふれあいホームの入居にかかる家賃を

助成することにより、負担の軽減を図ります。 
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３．防犯・災害対策 

 
＜施策の基本方針＞ 

障害者にとっての“安全なまち”とは“安全な地域”であることから、地域単位での相互支援

体制づくりや住民の自主的な活動を支援（補完）するため、必要な設備・備品等や情報システム

などの整備を計画的に進めるとともに、市役所における体制の充実を図ります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

防犯・災害対策の推進 市民評価 市民評価の向上 
 
 

（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①災害時要援護者避難支援対策事業 福祉部 高齢者支援課 
事業概要 国が作成した要援護者の避難支援ガイドラインに基づき、市川市における要

援護者の避難支援のプランを作成し、要援護者台帳及び災害発生時の避難支

援体制を整備します。また、要援護者避難支援対策のＰＲに努めるとともに

要援護対象者の把握、要援護者の登録、要援護者台帳及び避難支援者台帳の

整備を行ないます。 
なお、災害時の避難所施設には、聴覚障害者用簡易筆談器を設置します。 

達成目標 地域住民との相互協力により、登録者を円滑に避難させるため、登録者名簿

の取り交わしを全自治会と行います。 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 104 自治会    
 
 
 

安全なまちづくりの推

進（安心して暮らす） 

３．防犯・災害対策 (1)住宅や避難所の安全性の確保 

(2)情報提供の充実と防災意識の

向上 

(3)地域防災体制の充実 

(4)地域防犯体制の強化 
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（その他の事業の概要） 
事業名 （担当課） 事業概要 

①あんしん電話設

置等見守り支援事

業 

福祉部 
障害者支援課 

緊急通報システム（あんしん電話）を設置している身体

障害者手帳 1・2 級を所持している方が、夜間（22～6 時）、

急病等により一時的に支援が必要となった場合に、あん

しん電話によって支援員を派遣します。 
②福祉避難所 福祉部 

障害者支援課 
災害時要援護者の避難を支援するため、国の福祉避難所

ガイドラインに基づき、高齢者や障害者等、要援護者そ

れぞれの特性に配慮した福祉避難所の設置・運営体制の

整備を行います。 
 

③耐震診断・改修助

成事業 
街づくり部 
建築指導課 

現行の耐震基準に満たない市内既存民間建築物に対し、

耐震化促進を計画的に啓発・指導するとともに、耐震診

断及び耐震改修に要する費用の一部を助成して耐震化を

促進します。 
④緊急通報システ

ム整備事業 
福祉部 
地域福祉支援課 

高齢者世帯及び障害者世帯等に、緊急通報装置を設置し、

緊急時に「あんしん電話受信センター」及び消防局に通

報できる体制を整備します。 
⑤FAX による 119番

受信体制 
消防局 
指令課 

言語・聴覚障害のある方が緊急時に 119 番通報を利用で

きるよう、FAX による通報を受信します。 
⑥障害者施設等での

消防訓練 
消防局 
予防課 

障害者施設や特別支援学校からの要請に応じ、施設等に

おいて消防訓練（消火・通報・避難）を実施します。 
⑦青色防犯パトロー

ル推進事業 
危機管理部 
防犯担当 

警察官ＯＢ等により、専用の４台の青色防犯パトロール

で日中から深夜帯までの防犯パトロールを実施するとと

もに、不審者等の事案に対しては、要請に応じ巡回強化

を実施します。また、公用車・協力民間団体に対し、必

要物品の供与等の各種支援と協力民間団体の拡充を推進

します。 
⑧防犯対策事業 危機管理部 

防犯担当 
自主防犯活動を行っている自治会等に対し、防犯物品等

の供与を行うほか、街の安全パトロールやボランティア

パトロールの協力者の拡充を行います。 
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第６節 地域の理解・支援の促進（地域で支え合う） 

 

１．理解促進 

 
＜施策の基本方針＞ 

障害者の実態について、できる限り多くの機会を通じて正確な情報を伝えるとともに、こども

の頃から正しい理解を育む教育を進めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

地域の理解促進 市民評価 市民評価の向上 
 
 

（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①「障害者週間」行事の充実 福祉部 障害者支援課 
事業概要 障害者に対する市民の理解を促進し、障害者の社会参加をアピールすること

を目的として、障害者週間にあわせ、講演会の実施や、市内の民間・公立各

施設の日頃の活動等をパネル展示で紹介するとともに、製作品を展示、販売

促進します。 
達成目標 多様なイベントを連動させて実施する 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 5 種類    
 
 
 
 
 

地域の理解・支援の促進 

（地域で支え合う） 

１．理解促進 (1)市民への情報提供の充実 

(2)啓発活動の充実 

(3)教育の推進 

(4)国際理解・交流の促進 
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事業名（担当課） ②市新規採用職員に対する研修 総務部 人事課（人材育成担当室） 
福祉部 障害者支援課 

事業概要 市の新規採用職員に対する研修において、障害に関する理解を深めるための

カリキュラムを設けます。 
達成目標 新規採用職員研修において 1 コマ以上実施する 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 －    
 
 
事業名（担当課） ③市職員に対する研修・啓発 福祉部 障害者支援課 
事業概要 市の全職員を対象とした、障害に関する理解を深めるための研修、啓発事業

を実施します。 
達成目標 年間 1 回以上実施する 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 2 回    
 
 
事業名（担当課） ④精神障害に関する講座・講演会等開

催事業（再掲） 
福祉部 障害者支援課 
(南八幡メンタルサポートセンター) 

事業概要 当事者や家族への相談支援の一環として障害への正しい理解を深めてもらう

ため、障害者福祉に関する講座及び講演会などを開催します。 
達成目標 年１回以上、講座や講演会等を実施 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 4 回（21 年度）    
 
 
事業名（担当課） ⑤講演会・研修会の開催（再掲） 福祉部 障害者支援課 

(障害者地域生活支援センター) 
事業概要 理解が進んでいないとされる障害や、普及啓発が望まれる制度や支援方法等

に関して、講演会や研修会を企画・広報してこれを実施します。 
達成目標 年１回以上、講演会や研修会等を実施 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 3 回（見込）    
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（その他の事業の概要） 
事業名 （担当課） 事業概要 

①福祉教育の推進 学校教育部 
指導課 

児童生徒が高齢者や障害のある方などと触れ合い、その

問題を自分のこととして受け止め、解決する方法を導き

出す「共に生きる力」を育てることを目的に福祉教育を

推進します。 
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２．交流の機会・場づくり 

 
＜施策の基本方針＞ 

支援する人と支援を受ける人という関係から自由になり、互いが一人の人として理解できるよ

う、あらゆる場面を通じて、当事者の情報発信や直接のふれあいの機会づくりを促進するととも

に、障害者との交流の場が地域づくりの核の一つになるような環境づくりを進めます。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

地域との交流促進 市民評価 市民評価の向上 
 
 

（その他の事業の概要） 
事業名 （担当課） 事業概要 

①地域ケアシステ

ム推進事業 
福祉部 
地域福祉支援課 

地域ケアシステムは、市内 14 の「地区社会福祉協議会」

が活動の主体となって取り組んでいます。地域ケアシス

テムの活動を推進するため、「地域での支え合い」「身近

な場所での相談」「行政の組織的な受け皿体制」という 3
つの骨格からなる基本的な考え方に基づき、地域の課題

を話し合う「地域ケア推進連絡会」の開催や活動拠点で

のよろず相談、地域情報の収集・発信など、地域住民や

団体、行政が協働して福祉コミュニティの充実を図るた

めのさまざまな取り組みを実践しています。 
②障害者の自己表

現活動支援事業 

福祉部 
障害者施設課 

自宅で絵画や陶芸などの自己表現活動を行っている障害

者に対し、活動場所の提供等の支援を行うとともに、障

害者の自己表現活動を活発化させるため、公立施設にお

ける施設概要やパンフレット等の表紙や挿絵に、障害者

の描いた作品を採用します。 
③障害者福祉施設

を活用した地域交

流事業 

福祉部 
障害者施設課 

地域の行事への参加やボランティアの受け入れなどのほ

か、日々の活動を通して地域の方々との交流を深め、地

域に開かれた施設運営を目指すとともに、障害者に対す

る理解を深めます。 

地域の理解・支援の促進 

（地域で支え合う） 

２．交流の機会・

場づくり 

 

(1)地域活動における交流の促進 

(2)交流の場の充実 
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④地域コミュニテ

ィゾーン整備事業

（障害者施設） 
（再掲） 

福祉部 
障害者施設課 

石垣場・東浜地区地域コミュニティゾーン整備計画に基

づき、知的障害者･身体障害者・精神障害者を対象とする

通所サービスを提供する障害者施設を建設します。 

⑤もちつき大会 
（再掲） 

福祉部 
障害者施設課 

通所施設(事業所)に通う障害者を対象に、毎年 12 月にも

ちつき大会を開催し、地域との交流を図ります。 
⑥トリムバレーボ

ール大会（再掲） 
福祉部 
障害者施設課 

通常のボールより大きくて、軽いトリムボールを使った

バレーボール大会を年 2 回、開催します。楽しみながら

健康の維持、増進を図るとともに、参加者間の交流も深

めます。 
⑦南八幡メンタル

サポートセンター

地域交流事業 

福祉部 
障害者支援課 
(南八幡メンタルサ

ポートセンター) 

南八幡メンタルサポートセンターを利用する方が、市民

まつりをはじめとする地域の祭りや、地域の方を交えて

の麻雀大会に参加することにより、地域との交流を図り

ます。 
⑧健常児と障害児

の交流事業 
こども部 
子育て支援課 
(中央こども館) 

障害及び障害者への理解を促進することを目的に、こど

も館を障害児・健常児ともに遊べる場とします。 
具体的には、「みんなあつまれ！わくわくタイム」(市川

こども館にて実施）や障害者関係機関の利用や協力など

を継続するとともに、障害児と関わりの深い関係機関へ

のこども館周知を徹底し、より一層の障害児の受け入れ

と交流の促進を図ります。 
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３．人材育成 

 
＜施策の基本方針＞ 

障害者の地域での生活を支える人材として、地域におけるボランティアの育成を進め、専門家・

専門機関の充実を促進するとともに、地域の人材と専門家をつなぐコーディネート機能の充実に

努めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

人材育成 市民評価 市民評価の向上 

地域における担い手の人数 統計調査 人数増加 

 
（その他の事業の概要） 

事業名 （担当課） 事業概要 
①夏休み体験ボラ

ンティア実施事業 

企画部 
ボランティア・ 
NPO 担当 

ボランティアや NPO など市民活動への理解の促進や参

加啓発を目的に、ボランティア活動体験型の啓発事業を

行います。 
②社会福祉事業（地

域福祉活動推進事

業） 

福祉部 
地域福祉支援課 

地域資源の育成・活性化を目的に、地域福祉推進を図る

ために実施する各種ボランティア講座及び啓発広報紙の

発刊に対して補助金を交付します。また民生委員児童委

員活動事業、保護司活動事業、福祉団体助成事業、ボラ

ンティアセンター運営事業及び地域の連携調整役として

活動する役員報酬、派遣職員人件費に対して補助金を交

付します。 
③市民活動団体支

援制度運営事業 
企画部 
ボランティア・ 
NPO 担当 

個人市民税納税者が自ら選んだ市民活動団体を、市へ届

出することにより、その納税額の１％相当額が、市から

団体へ補助金として交付される制度で、市民活動団体の

育成及び活動の活性化を図ります。地域ポイントを持っ

ている方も団体選択の届出ができます。 
 

地域の理解・支援の促進 

（地域で支え合う） 

３．人材育成 (1)地域人材の育成 

(2)専門家の育成 

(3)コーディネート機能の充実 
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４．ネットワーク形成 

 
＜施策の基本方針＞ 

障害者が日常生活の中で関わる、できるだけ多くの組織や人がつながり、地域での自立を支援

する共生のためのネットワークづくりを促進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（アウトカム指標） 

評価指標 評価方法 目標 

ネットワーク形成 市民評価 市民評価の向上 

 
 

（重点事業の概要） 
事業名（担当課） ①障害者団体連絡会運営支援事業 福祉部 障害者支援課 
事業概要 各障害者団体による意見交換や、共同の取り組みを通してネットワークづく

りを促進します。 
達成目標 毎年 4 回の開催 
 現況 計画（数値目標） 

 平成 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 

 4 回（見込）    
 
 
（その他の事業の概要） 

事業名 （担当課） 事業概要 
①支援者のネットワ

ーク支援 
福祉部 
障害者支援課 

地域の支援者相互のさまざまなネットワークにおいて、

場所を提供したり、連絡調整をはかるなど、その活動や

連携の拡充を支援します。 
 

 
 

地域の理解・支援の促進 

（地域で支え合う） 

４．ネットワーク 

形成 

(1)ネットワークの核づくり 

(2)機会の提供 


